
（第７号の１様式） 

松山市入札監視委員会 議事概要（定例会議） 

     （期間：令和６年４月１日～令和６年９月３０日） 

開催日時及び場所 令和６年１１月２８日（木） 午後２時００分から 

出席委員の氏名及び職業 

泉 日出男（愛媛大学 法文学部 教授）  

小浦 佳子（小浦社会保険労務士事務所 社会保険労務士）  

木下 尚樹（愛媛大学 大学院理工学研究科 教授） 

武田 涼子（税理士法人新玉税理士事務所 税理士） 

仁部 祐二（西日本建設業保証株式会社 愛媛支店 支店長） 

抽出案件 総件数４件  

一般競争入札 ２件 （備考） 

抽出の考え方 

・入札契約方法別に無作為に案件を

抽出。木下委員が案件抽出。 

指名競争入札 １件 

随意契約 １件 

委員からの意見・質問と 

それに対する回答等 

意見・質問 回答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会意見の内容 
審議の結果、入札契約過程に問題は認められず、委員からの意見具申

なし。 

 

 



 

別紙 

意見・質問 回答 

議題２ 市発注建設工事の抽出案件の審議

について 

【一般競争入札】 

市道松山駅西南北線道路整備工事（その１） 

 

・競争性が保たれると判断される業者数は何

者くらいですか。また今回の入札参加資格条

件で、何者くらい参加可能な業者がいました

か。 

 

 

 

 

更新６支管４号電線共同溝工事に伴う配水

管布設替工事（中央１ほか） 

 

・入札参加資格条件で、2ヶ年度の工事成績

評定点の平均点が 65 点以上であることとあ

りますが、大体の業者は満たしているのです

か。 

 

・3者辞退していますが、辞退した理由は何

ですか。 

 

 

 

・入札参加資格条件にある、施工実績を満た

す業者は何者くらい見込んでいましたか。 

 

・先程の土木一式工事とこの水道施設工事で

対象となる業者数に差がありますが、対象と

なる地区を限定したり、市内全域にしたり、

工事内容によって違うのですか。 

 

 

 

 

 

 

・この案件は一般競争入札ですが、指名競争

入札の場合で、設計金額 1,000万円以上にな

った場合、最低 8者以上指名ということがあ

ります。入札参加条件を満たす業者は 19 者

程度です。 

 

 

 

 

 

 

・平均点 65 点を下回る業者は、土木一式工

事で 1者いるだけで、それ以外の業者は満た

しています。 

 

 

・辞退理由の提出を求めていないため、わか

りません。手持ち工事や配置技術者の状況、

地域的な要因、採算性等を検討され、最終的

に辞退されたということが考えられます。 

 

・39者程度です。 

 

 

・先程の土木一式工事は、参加可能なランク

はＡ、Ｂランクの業者で、かなり対象者数が

いるということで地区を限定しています。こ

の水道施設工事は、設計金額 4,000万円以上

で、Ａランクの業者のみが対象となるため、



 

 

 

 

地区を限定すれば、業者数が減少するため、

市内すべての業者を対象にして競争性を持

たせています。 

 

【指名競争入札】 

別府町（市道味生１３１号線）舗装修繕工事 

 

・今回の案件で対象となる業者数は何者いま

すか。 

 

・変動係数について、係数の幅はどれくらい

ありますか。 

 

 

 

 

・市内業者で舗装を主としている業者数は少

なく、ここで指名している 10者です。 

 

・変動係数の幅は、1.00001から 1.00100の

100通りです。 

 

【随意契約】 

総合コミュニティセンター体育館棟非常用

発電機整備工事 

 

・請負代金額決定までの過程を教えてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計書を作成するときに、当該業者製の部

品、機械等で設計されるのでしょうか。また、

当該業者製の部品、機械等の金額は考慮され

ているのでしょうか。 

 

 

 

 

 

・まず競争入札と同じように、担当課で予定

価格の基となる、設計書を作成します。特定

の業者しかできないため、随意契約で発注す

ることになりましたら、指名通知を行ったう

えで、見積書を提出していただきます。予定

価格を下回った金額で見積書が提出されれ

ば、そこで決定となります。競争入札と違っ

て、予定価格は事後公表となるので、予定価

格を下回っていなければ、2回目の交渉に入

るという流れで、予定価格を下回れば決定と

なります。 

 

・どれくらいの価格か、どういったものにな

るかというところは、当該業者から参考の見

積もりをいただいたうえで、あとは市の基準

に基づいて設計書を作成しています。 

 
 


